
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通達資料 
工事における週休２日の取得に要する費用の計上に関する試行について 

（平成 30年 10月 12日付け事調第 676号農政部農村振興局事業調整課長通知）の一部改正 

１．適用年月日 

 最新設計単価の対象工事 最新設計単価の対象外工事 

積算基準日 令和６年６月 19日以降 令和６年８月 21日以降 
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－1－ 

工事における週休２日の取得に要する費用の計上に関する試行について 

【省略】 

 

 最新設計単価の対象工事 最新設計単価の対象外工事 

積算基準日 令和６年６月 19日以降 令和６年８月 21日以降 

 

１ 対象工事 

【省略】 

２ 「週休２日」の定義 

【省略】 

３ 実施方法 

【省略】 

４ 実施の留意事項 

【省略】 

５ 実施確認 

【省略】 

６ 積算方法 

（１）補正係数 

週休２日の対象工事について、週休２日に取り組むことを前提として当初積算から表 

 １及び表２の４週８休以上の補正係数を各経費及び市場単価・土木工事標準単価に乗 

じるものとする。 

    また、対象期間中の現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たない場合は、 

補正係数による補正を行わずに請負代金額を減額変更する。 

  なお、             受注者が工事着手前に週休２日の取組を希望しな 

  い場合については、適宜当初積算の補正分を全て減ずるものとする。 

  表１ 

 

 

   4週8休以上     

 

現場閉所率 

     

28.5%（8日/28日） 

      以上        

労務費 1.02 

機械経費(賃料) 1.02 

共 通 仮 設 費(率分) 1.02 

現 場 管 理 費(率分) 1.05 

 

 

 

工事における週休２日の取得に要する費用の計上に関する試行について 

【省略】 

 

 最新設計単価の対象工事 最新設計単価の対象外工事 

積算基準日 令和５年６月 20日以降 令和５年８月 22日以降 

 

１ 対象工事 

【省略】 

２ 「週休２日」の定義 

【省略】 

３ 実施方法 

【省略】 

４ 実施の留意事項 

【省略】 

５ 実施確認 

【省略】 

６ 積算方法 

（１）補正係数 

週休２日の対象工事について、週休２日に取り組むことを前提として当初積算から表 

 １及び表２の４週８休以上の補正係数を各経費及び市場単価         に乗 

じるものとする。 

    また、対象期間中の現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たない場合は、 

それぞれの現場閉所率に応じた補正係数を用いて、請負代金額を減額変更する。 

  なお、４週６休に満たない場合又は受注者が工事着手前に週休２日の取組を希望しな 

  い場合については、適宜当初積算の補正分を全て減ずるものとする。 

  表１ 

 

 

   4週8休以上     

 

4週7休以上 

4週8休未満 

4週6休以上 

4週7休未満 

現場閉所率 

     

28.5%（8日/28日） 

      以上        

 25%（7日/28日） 

  以上28.5%未満   

21.4%（6日/28日） 

   以上25%未満    

労務費       1.05        1.03 1.01 

機械経費(賃料)       1.04        1.03 1.01 

共 通 仮 設 費(率分)       1.04        1.03 1.02 

現 場 管 理 費(率分)       1.09        1.07 1.05 
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表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 

 

区分 ４週８休以上 

鉄筋工(太径鉄

筋を含む 

 1.02 

鉄筋工ガス溶

接） 

 1.02 

防護柵設置工

（ガードレー

ル） 

設置 1.00 

撤去 1.02 

防護柵設置工

（横断・転落防

止柵） 

設置 1.02 

撤去 1.02 

防護柵設置工

(落石防護柵） 

 

 1.01 

防護柵設置工

(落石防止網) 

 1.01 

防護柵設置工

(ガードパイプ) 

設置 1.00 

撤去 1.02 

道路標識設置工 設置 1.00 

撤去・移設 1.02 

道路付属物設置

工 

設置 1.01 

撤去 1.02 

法面工  1.01 

吹付枠工  1.01 

軟弱地盤処理工  1.01 

橋梁用伸縮継手

装置設置工 

 1.01 

橋梁用埋設型伸

縮継手装置設置

工 

 1.02 

橋面防水工  1.01 

 

表２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 区分 ４週８休以上 ４週７休以上 

４週８休未満 

４週６休以上 

４週７休未満 

鉄筋工(太径鉄

筋を含む 

 1.05 1.03 1.01 

鉄筋工ガス溶

接） 

 1.04 1.02 1.01 

防護柵設置工

（ガードレー

ル） 

設置 1.01 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工

（横断・転落防

止柵） 

設置 1.04 1.03 1.01 

撤去 1.05 1.03 1.01 

防護柵設置工

(落石防護柵） 

 

 1.02 1.01 1.00 

防護柵設置工

(落石防止網) 

 1.03 1.02 1.01 

防護柵設置工

(ガードパイプ) 

設置 1.01 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

道路標識設置工 設置 1.01 1.01 1.00 

撤去・移設 1.04 1.03 1.01 

道路付属物設置

工 

設置 1.02 1.01 1.00 

撤去 1.05 1.03 1.01 

法面工  1.02 1.01 1.00 

吹付枠工  1.03 1.02 1.01 

軟弱地盤処理工  1.02 1.01 1.00 

橋梁用伸縮継手

装置設置工 

 1.02 1.01 1.00 

橋梁用埋設型伸

縮継手装置設置

工 

 1.04 1.02 1.01 

橋面防水工  1.02 1.01 1.00 
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表２（土木標準単価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）補正方法 

  ○労務費       ＝ 労務費×週休２日補正係数 

  ○機械経費（賃料） ＝ 機械経費（賃料）×週休２日補正係数 

  ○共通仮設費（率分）＝対象金額×((共通仮設費率×施工地域を考慮した補正係数＋ 

              各種補正率加算(共通仮設)※10)×週休 2日補正係数) 

  ○現場管理費（率分）＝対象金額×((現場管理費率×施工地域を考慮した補正係数＋                          

 各種補正率加算(現場管理)※11)×週休 2日補正係数) 

  ○市 場 単 価    ＝対象市場単価×週休２日補正係数 

  ○土木工事標準単価  ＝対象単価×週休２日補正係数 

 

７ 試行工事実施フローについて 

【省略】 

８ 入札公告及び特記仕様書への記載について 

【省略】 

 

別紙１ 

【入札公告記載例】 

１ 入札に付する事項 

（＿）「工事における週休２日の取得に要する費用の計上に関する試行」の対象工事 

   この工事は、週休２日に取り組むことを前提とし労務費、機械経費（賃料）、間接

工事費、対象となる市場単価に４週８休以上の補正係数を乗じて予定価格を算出す

る試行対象工事である、なお、現場閉所率が４週８休に満たない場合は、 

補正係数による補正を行わずに請負代金額を減額変更する試行対象工事である。 

 

 

 

 

 

名称 区分 ４週８休以上 

区画線工  1.02 

排水構造物工  1.02 

コンクリーブロック積工  1.02 

構造物とりこわし工 機械 1.02 

人力 1.02 

鋼橋塗装工  1.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）補正方法 

  ○労務費       ＝ 労務費×週休２日補正係数 

  ○機械経費（賃料） ＝ 機械経費（賃料）×週休２日補正係数 

  ○共通仮設費（率分）＝対象金額×((共通仮設費率×施工地域を考慮した補正係数＋ 

              各種補正率加算(共通仮設)※10)×週休 2日補正係数) 

  ○現場管理費（率分）＝対象金額×((現場管理費率×施工地域を考慮した補正係数＋                          

 各種補正率加算(現場管理)※11)×週休 2日補正係数) 

  ○市 場 単 価    ＝対象市場単価×週休２日補正係数 

                           

 

７ 試行工事実施フローについて 

【省略】 

８ 入札公告及び特記仕様書への記載について 

【省略】 

 

別紙１ 

【入札公告記載例】 

１ 入札に付する事項 

（＿）「工事における週休２日の取得に要する費用の計上に関する試行」の対象工事 

   この工事は、週休２日に取り組むことを前提とし労務費、機械経費（賃料）、間接

工事費、対象となる市場単価に４週８休以上の補正係数を乗じて予定価格を算出す

る試行対象工事である、なお、現場閉所率が４週８休に満たない場合は、 

 現場閉所率に応じた補正係数を用いて補正をおこなう試行対象工事である。 
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【特記仕様書記載例】 

○本工事は当初積算において「４週８休以上」の達成を前提とした補正係数を各経費に乗

じている。また、発注者は現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たない場合は、補

正係数による補正を行わずに請負代金額を減額変更する。 

なお            受注者が工事着手前に週休２日の取り組みを希望しない場

合については、適宜当初積算の補正分を全て減ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【特記仕様書記載例】 

○本工事は当初積算において「４週８休以上」の達成を前提とした補正係数を各経費に乗

じている。また、発注者は現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たない場合は、現

場閉所率に応じた補正係数を用いて補正し、請負代金額を減額変更する。 

なお４週６休に満たない場合又は受注者が工事着手前に週休２日の取り組みを希望しない

場合については、適宜当初積算の補正分を全て減ずるものとする。 
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別紙２ 

 週休２日を実施した工事における対象期間中の現場閉所状況に応じた、それぞれの経費 

 の補正に関する試行実施フロー 

試行工事 発注時 

・週休２日試行工事を選定後、入札公告文及び入札説明書並びに特記仕様書に当該工 

事が試行工事であり、当初積算において４週８休以上の補正係数を乗じている旨を記 

載する。 

（別紙１参照） 

↓ 

試行工事契約締結後の施工計画書提出時 

・受注者が週休２日による施工を希望する場合は、実施計画書（別記様式１）を施工計画

書に添付して、施工協議簿とともに工事監督員へ提出する。 

・工事監督員は計画工程表の休日取得計画の妥当性を確認する。 

・受注者が週休２日による施工を希望しない場合は、施工協議簿にて工事監督員へ報告す

る。 

（別紙３および別記様式１参照） 

※受注者が週休２日による施工を希望しない場合は減額変更を行う。 

↓ 

試行工事 実施（施工）中 

・工事監督員は、休日が適切に取得されているか、必要に応じて受注者への聞き取りや、

受注者からの工事旬報等の提示により確認を行う。 

・受注者は、週休２日を確保しつつ、受注者の責めに帰すことができない事由により 工

期を延長する必要が生じた場合、工事監督員へ工期延長についての協議を行うものとする。 

・工事監督員は、対象期間中の現場閉所の達成状況を確認後、現場閉所率が４週８休に満

たない場合は、補正係数による補正を行わずに請負代金額を減額変更する。 

 

 なお、            受注者が工事着手前に週休２日の取組を希望しない場

合については、適宜、当初積算の補正分を全て減ずるものとする。 

⇒工事の完成日の２０日前までに、「現場閉所率」が確認できる場合は、その確認日以降

であれば、設計変更を行って差し支えない。 

⇒受注者は、工事の完成日の２０日前までに、「現場閉所率」が確認できない場合にあっ

ても、「別記様式 1」等の実施予定状況が確認できる書類を提出し、工事監督員による休

日取得計画の妥当性の確認を受けるものとし、現場閉所率が、４週８休に満たない場合は、 

補正係数による補正行わずに減額変更を行うものとする。 

 （受注者は「現場閉所率」確認のための提示資料をとりまとめ、工事監督員による作業

実態の確認に応じること。） 
 

 

別紙２ 

 週休 2日を実施した工事における対象期間中の現場閉所状況に応じた、それぞれの経費 

 の補正に関する試行実施フロー 

試行工事 発注時 

・週休２日試行工事を選定後、入札公告文及び入札説明書並びに特記仕様書に当該工 

事が試行工事であり、当初積算において４週８休以上の補正係数を乗じている旨を記 

載する。 

（別紙１参照） 

↓ 

試行工事契約締結後の施工計画書提出時 

・受注者が週休２日による施工を希望する場合は、実施計画書（別記様式１）を施工計画

書に添付して、施工協議簿とともに工事監督員へ提出する。 

・工事監督員は計画工程表の休日取得計画の妥当性を確認する。 

・受注者が週休２日による施工を希望しない場合は、施工協議簿にて工事監督員へ報告す

る。 

（別紙３および別記様式１参照） 

※受注者が週休２日による施工を希望しない場合は減額変更を行う。 

↓ 

試行工事 実施（施工）中 

・工事監督員は、休日が適切に取得されているか、必要に応じて受注者への聞き取りや、

受注者からの工事旬報等の提示により確認を行う。 

・受注者は、週休２日を確保しつつ、受注者の責めに帰すことができない事由により 工

期を延長する必要が生じた場合、工事監督員へ工期延長についての協議を行うものとする。 

・工事監督員は、対象期間中の現場閉所の達成状況を確認後、現場閉所率が４週８休に満

たない場合は、それぞれの現場閉所率に応じた補正係数を用いて、負代金額を減額変更す

る。 

 なお、４週６休に満たない場合又は受注者が工事着手前に週休２日の取組を希望しない

場合については、適宜、当初積算の補正分を全て減ずるものとする。 

⇒工事の完成日の２０日前までに、「現場閉所率」が確認できる場合は、その確認日以降

であれば、設計変更を行って差し支えない。 

⇒受注者は、工事の完成日の２０日前までに、「現場閉所率」が確認できない場合にあっ

ても、「別記様式 1」等の実施予定状況が確認できる書類を提出し、工事監督員による休

日取得計画の妥当性の確認を受けるものとし、現場閉所率が、４週８休に満たない場合は、

現場閉所率に応じた補正係数を用いて減額変更を行うものとする。 

 （受注者は「現場閉所率」確認のための提示資料をとりまとめ、工事監督員による作業

実態の確認に応じること。） 
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